
- 1 -

○　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）　

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　

正　
　

案

現　

行

　

（
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
と
き
に
告
示
す
べ
き
事
項
）

　

（
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
と
き
に
告
示
す
べ
き
事
項
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
八　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
六

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
八　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
六

項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名

一　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

二　

（
略
）

二　

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支

払
方
法

（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五
項
の
個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結

（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
五
項
の
個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結

し
た
と
き
に
告
示
す
べ
き
事
項
）

し
た
と
き
に
告
示
す
べ
き
事
項
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
五　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
九

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
五　

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
九

項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一　

個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名

一　

個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
・
三　

（
略
）

二　

個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支

　

払
方
法

三　

個
別
外
部
監
査
契
約
が
当
該
個
別
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
普
通
地
方
公
共

団
体
の
包
括
外
部
監
査
人
と
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

（
別
紙
１
）




